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会議録の作成にあたっては、誤りのないよう留意

しておりますが、時間の関係上原稿校正は初校しか

できなく、誤字、脱字がありますことを深くお詫び

申し上げます。

まことに恐れ入りますが、ご了承のうえご判読い

ただきたくお願いいたします。

福島町議会議長 溝 部 幸 基
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平成２０年第１回

福島町議会定例会（８月会議）

平成２０年８月１１日（月曜日）第１号

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 諸般の報告

日程第３ 議案第１号 平成２０年度福島町一般会計補正予算（第４号）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 諸般の報告

日程第３ 議案第１号 平成２０年度福島町一般会計補正予算（第４号）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎出席議員（１２名）

議 長 １２番 溝 部 幸 基 副議長 １１番 金 沢 秀 一

１番 佐 藤 卓 也 ２番 川 村 明 雄

３番 新 山 大 吉 ４番 木 村 隆

５番 加 藤 雅 行 ６番 杉 村 志 朗

７番 佐 藤 孝 男 ８番 藤 山 大

９番 平 野 隆 雄 １０番 滝 川 明 子

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎欠席議員（０名）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎出席説明員

町 長 村 田 駿 副 町 長 竹 下 泰 弘

教 育 長 金 谷 裕 総務課長兼総務グループ参事 丁子谷 雅 男

財務課長兼財務グループ参事兼財務グループ参 事 花 田 春 夫 出 納 室 長 本庄屋 誠

産業課長兼水産グループ参事 三 鹿 菊 夫 産業課農林グループ参事 工 藤 昭 一

監 査 委 員 花 田 修 一 監査委員補助職員 （石 堂 一 志）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎職務のため議場に出席した議会事務局職員

議会事務局長 石 堂 一 志 議会グループ総括主査 坂 口 稔

議会グループ主事 吉 澤 裕 治 議会グループ書記 庭 奈 々 子

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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（開会 午前１０時００分）

――――――――――――――――――――

◎開 会 ・ 開 議 宣 告

――――――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） おはようございます。

ただいまから、平成２０年第１回福島町議会定

例会８月会議を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程に入る前に、村田町長より申し出がありま

すので、あいさつを行います。

村田町長。

――――――――――――――――――――

◎町 長 あ い さ つ

――――――――――――――――――――

○町長（村田駿） あらためておはようござい

ます。第１回定例会８月会議の開催にあたり一言

ごあいさつ申し上げます。

議員の皆様におかれましては、何かとお忙しい

なかでのご出席誠にご苦労様でございます。

最初に、８月２日から３日にかけての大雨によ

り、福島川左岸、福島大橋真下から約３０メート

ルにわたり護岸ブロックが崩れる被害が生じ、函

館土木現業所において応急処置がなされたところ

でありますが、今後、復旧対策が早期に実施され

るよう要請をいたしているところでございます。

次に、８月３日北海道新聞で報道されました、

木古内、知内、福島、松前の四町の教育委員会が

主催の小学校高学年を対象とした四町交流ふれあ

いキャンプにおいて、引率した教育委員会職員の

飲酒の件につきましては、８月１日に金谷教育長

から飲酒のことと、他町引率職員による交通事故

の報告を受けたところでございます。子ども達を

預かり、安全を確保する立場にある職員の飲酒は、

余りにも軽率な行為であり、誠に残念な思いをも

っているところでございます。

このあと、金谷教育長より説明させますが、８

月４日開催の教育委員会議によって、職員に対す

る処分と教育長自身の減給等について協議がなさ

れております。

今般実施されました、四町の教育長会議におい

て、四町の交流事業については今後も継続実施し

ていくことで確認されたとのことでありますが、

今後とも、こうした事業においての飲酒行為はあ

ってはならないことであり、強く注意を促したと

ころでもございます。

次に、燃油の高騰についてでございますが、昨

年同期と比較して、重油や灯油は５０パーセント

以上単価が上昇している状況にあることから、各

分野において厳しい状況におかれておりますが、

現在、町内の漁業や水産加工業をはじめとした各

産業に与える影響の実態把握を行っており、そう

した状況の把握をしたうえで関係団体等と協議の

うえ、対策の検討に努めてまいりたいと考えてお

ります。

本日提案の議案は、日向林道の災害に係る補正

予算の１件であります。このあと、担当より内容

説明をさせますので、ご審議のうえ議決賜ります

ようお願い申し上げ私のあいさつといたします。

○議長（溝部幸基） 次に、金谷教育長からの

報告を受けます。

金谷教育長。

○教育長（金谷裕） お手元に配布されており

ます資料の概略を朗読して報告に変えさせていた

だきます。

四町交流ふれあいキャンプにおける引率職員の

飲酒問題についての経緯でございます。

まず、四町交流ふれあいキャンプの概要ですが、

開催日時は７月３０日から３１日の２日間。開催

場所は、松前町交流の里づくり館（旧原口小学

校）でございます。参加児童は、福島町から３１

名、四町全体で９４名でございます。引率職員は、

福島町５名でございます。

次に、引率職員の飲酒経緯ですが、３０日は午

前１０時に福祉センターから参加児童を町のバス

に乗車させ、松前町原口へ出発・到着しておりま

す。

昼食後に開会式・海水浴などを日程どおりに実

施し、午後１０時には１日目の日程が終了しまし

た。

その後、各班を見回り、児童にテント内での就



－ 4 －

寝指導をした後、本部テント横で各町職員との懇

談。当町職員も５名全員が同席して１時間程度の

飲酒を伴う交流を実施。

午後１１時頃に解散し、再度各班テントの巡回

を行って異常のない旨を確認しました。

交流２日目は、午前６時に各班児童を起床させ

て日程どおりのスケジュールをこなして午前１０

時の閉会式終了後に町のバスで移動し、午前１１

時過ぎには福祉センターに到着して、保護者へ児

童を引き渡したあと解散いたしております。

教育委員会の対応ですが、上記の件についての

報告書を参加職員より提出させ、８月４日に教育

委員会会議を開催して今般の概要を説明のうえ、

関係職員の処分などについて協議をいたしました。

それを踏まえ、８月５日に参加児童の保護者へ

事故の経過などのお詫び文書を直接お渡しし、状

況を説明のうえ謝罪対応をいたしました。

関係職員の処分については、教育委員会として、

８月８日付けをもって飲酒した職員に対しては訓

告処分、参加はしたが飲酒しなかった職員に対し

ては厳重注意の処分としたところです。

なお、私につきましては、部局職員の監督責任

の立場にあるものとして、９月分給料について１

０パーセント減額する処分発令をいたしておりま

す。

これは、何年か続いた四町の職員交流会のあり

方についての責任もあると判断しての処分であり

ます。

次に、記述はございませんが、８月４日当町に

おいて四町教育長会議を開催いたしました。その

なかで、キャンプの総括とこれからについて協議

いたしました。その結果、子ども達には四町の児

童交流や、父母の続けたほうが良いとの声などか

ら、教育上のねらいの確立や引率者の役割確認、

さらには不測事態の対応方法などの危機管理体制

を四町間で共有することを再確認したうえで、次

年度以降も継続することといたしました。

以上、経緯を申し上げました。

これからの当町教育委員会行事などについては、

２度とこのような飲酒や、危機管理意識の欠如の

ないように職員共々甘えを正し、町民に喜ばれる

生涯教育を目指し推進してまいります。

以上で、経緯とお詫び、報告、そしてこれから

の決意といたします。誠に申し訳ありませんでし

た。

○議長（溝部幸基） 金谷教育長の報告を終わ

ります。

――――――――――――――――――――

◎会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

――――――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） 日程第１ 会議録署名議

員の指名を行います。

３番新山大吉議員、４番木村隆議員を指名いた

します。

――――――――――――――――――――

◎諸 般 の 報 告

――――――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） 日程第２ 諸般の報告を

行います。

はじめに、議会運営委員会の報告を行います。

１０番滝川明子議会運営委員長。

○１０番（滝川明子） あらためましておはよ

うございます。福島町議会定例会８月会議の開会

にあたりまして、本日開催いたしました議会運営

委員会の協議結果を報告いたします。

まず、議事日程はお手元のとおりでございます。

次に、審議日数は本日一日を予定することにい

たしましたので、議事運営にご協力申し上げまし

て報告といたします。

○議長（溝部幸基） 議会運営委員会の報告を

終わります。

本日の議事は、ただいま滝川明子議会運営委員

長から報告がありましたように進めてまいります。

また、諸般の報告もすでに印刷のうえ、皆様の

お手元に配布のとおりでございますので、ご了承

願います。

――――――――――――――――――――

◎議案第１号 平成２０年度福島町

一般会計補正予算（第４号）

――――――――――――――――――――
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○議長（溝部幸基） 日程第３ 議案第１号

平成２０年度福島町一般会計補正予算（第４号）

を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

花田財務課長。

○財務課長（花田春夫） それでは、議案の１

ページをお願いいたします。

議案第１号平成２０年度福島町一般会計補正予

算（第４号）でございます。

第１条におきまして、歳入歳出それぞれ７４０

万円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞ

れ２９億６,１６８万２,０００円とするものでご

ざいます。

第２条において、地方債の追加、第２表地方債

の補正でございます。

次に、４ページをお願いします。

第２表地方債補正（追加）でございます。

起債の目的でございますけれども、その他林道

日向線災害復旧債、限度額２９０万円、利率は３

パーセント以内を予定しています。詳細について

は、議案説明資料の７ページをお願いします。

第２表の地方債の補正についての内容でござい

ます。

起債の目的はさきほど申し上げましたように、

その他林道日向線災害復旧債でございます。

補正額は２９０万円の追加でございます。起債

区分、充当率でございますけれども、災害復旧債

でございまして、充当率８０パーセントを予定し

てございます。

交付税算入の状況ですけれども、算入率９５パ

ーセントを予定してございます。当然、公債費に

係る元利償還金の部分が交付税算入されるという

ことでございます。

次に、歳出から説明いたしますので１２ページ

をお願いいたします。

１５款災害復旧費、１目林業施設災害復旧費７

４０万円の追加でございます。１３節におきまし

て、その他林道日向線地すべり調査・測量設計委

託料７４０万円の追加でございます。詳細の内容

につきましては、のちほど農林グループ工藤参事

から説明申し上げます。

次に、歳入の説明をしますので８ページをお願

いいたします。

９款地方交付税、１目地方交付税、１節普通交

付税で８０万円の追加でございます。財源調整で

普通交付税から８０万円を追加するものでござい

ます。

１４款道支出金、５目災害復旧費補助金３７０

万円の追加でございまして、１節その他林道日向

線災害復旧費補助金３７０万円でございます。事

業費が７４０万円の２分の１補助ということで３

７０万円の追加でございます。

２０款の町債については、さきほどご説明いた

しましたので省略させていただきます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろし

くお願い申し上げます。

○議長（溝部幸基） 次に、補足説明を受けま

す。

工藤農林グループ参事。

○農林グループ参事（工藤昭一） 議案説明資

料の１ページをお開き願います。

その他林道日向線地すべり調査等の概要につい

て。

まず、箇所地について説明いたしますので、６

ページをお開きください。

その他林道日向線災害発生箇所地でございます

が、図面上段が今回の災害発生箇所であります。

図面全体に平成２年度から平成８年度までの災害

発生箇所並びに、延長及び事業費等記載されてお

りますのでご参照ください。

１ページにお戻りください。

１．災害箇所及び地質の概要について。

（１）地すべり災害箇所。

災害箇所につきましては、林道起点側の１００

メートル地点から道路延長８０メートル区間につ

いて発生いたしております。

（２）地質。

地質につきましては、木古内層の硬質頁岩層か

らなり、斜面の傾斜方向と同方向で緩い流れ盤と

なっており、木古内層や八雲層では、地層の傾斜
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方向にすべる地すべりが多く分布することで知ら

れております。

２．地すべりの規模・要因について。

（１）規模及び範囲。

地すべりの規模といたしましては、移動方向で

約１１０メートル、幅約８０メートルで、頭部が

林道にあり、末端は下流の町道に達しております。

（２）地すべり発生の要因。

７月１４日から１５日にかけて発生しておりま

して、降雨に伴う地下水の変動により地層の亀裂

が生じたものと推測されております。

３．地すべり調査・対策工の設計について。

（１）測量。

山腹の平面・縦断測量を行い、地すべり機構解

析の情報を得るものであります。

（２）調査。

ボーリング調査を行い、地すべり地の地質判定

に基づき、すべり面の判断と併せ、歪み観測及び

地下水位測定数値を観測するものであります。

（３）設計。

解析結果に基づき、対策工法及び林道の復旧の

設計を行い、災害査定図面等を作成するものであ

ります。

２ページをお開き願います。

日向林道地すべり災害調査計画平面図でござい

ます。復旧延長でありますが、起点ＳＰ０から終

点ＳＰ８０までの８０メートルであります。調査

ボーリングにつきましては、Ｎｏ.１、Ｎｏ.２の

２工で、それぞれ１０メートルであります。歪計

設置ならびに地下水の検層を行い、これらの調査

資料に基づき復旧設計をするものであります。

次に、３ページをお願いいたします。

それぞれの地点での崩落状況等の現場写真でご

ざいます。

次に、４ページをお願いいたします。

路面の亀裂、段差状況の写真でございます。

次に、５ページでございますが、災害発生から

災害査定までのスケジュール表でございますので

ご参照いただきたいと思います。

以上で、議案第１号の補足説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（溝部幸基） 補足説明が終わりました。

質疑を行います。

１１番金沢議員。

○１１番（金沢秀一） 参考資料の６ページに

過去の災害発生箇所図が載っています。過去の記

憶が定かではありませんが、この災害発生箇所に

ついてまず確認したいと思います。

私は、平成７年に初めて議員になったのですが、

そのときに今回地すべりを起こしたところに植樹

に行っているのです。植樹をしたときのこの場所

は、自然の山肌ではなくて、土砂を堆積したよう

に感じたのですがどうでしょうか。平成７年の災

害のときの土砂をここに持って行ったということ

はないですか。この前も見たのですが、どう見て

も自然の山肌ではないです。土砂かずりのような

ものが自然の山肌の上に堆積して、それがすべっ

たような感じがとれたのです。

それと、平成８年の災害が載っていますが、私

の記憶では議員になった平成７年のときにすでに

第１次災害が起きていませんでしたか。その工事

の災害の修復をするために、さらに大きな災害が

起きたような気がするのです。私の勘違いでした

ら確認したいと思います。

それから、ここには載っていないのですが、ド

コモやセルラーがこの上のほうに携帯電話用のア

ンテナをつくりました。あのときにも、どちらの

工事でも事故が起きていると思います。災害は忘

れた頃にやってくると言いますが、この７年、８

年、９年にかけては災害が続出したと思うのです。

ですから、林道最終点の下のほうの福島大神宮

が崩れたのも確か平成９年でしたよね。私は、議

員になってからこの林道を建設することに対して

反対してきたのです。それで、最終的には三枚橋

にお金をかけた橋をつくる計画だったのです。け

れども、この図を見ても林道は手入れをする杉の

木の付いているところに何もないのです。本来は

海側に出すような樹齢８０年の杉があるのです。

枝打ちしたり、間伐するのには林道がもっと下に

くるべきだったのです。今回これを修復したとし
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ても、国道側にある木を出す計画があるのですか。

私は、携帯電話のためにこの道路を修復するよう

に捉えるのですがどうでしょうか。

○議長（溝部幸基） 農林グループ工藤参事

○農林グループ参事（工藤昭一） 金沢議員お

っしゃいました災害現場ですが、一部片切り片盛

りの状態で当初施工しております。平成８年に災

害を受けた、土砂を盛ったかなどはちょっとわか

りませんけれども、地山そのものの災害なのです

が、地山の流れ方向の１１０メートル、それから、

その下に７０メートルあるのですが、推測される

のが地盤からのすべりですが、大体１０パーセン

ト程度ということで７メートルから８メートルす

べりきって、盛土が一部あったとしても地山その

ものの亀裂状態です。さきほど説明しましたが、

岩盤自体が頁岩ということでめくれるような岩と

いうことで地層がそういう形になっております。

平成８年度と９年度に法面上のすべりで施工して

おります。

それから、２箇所電波等がありまして、ドコモ

の無線基地局が１箇所と、手前にａｕの無線基地

局があります。上は町有地で、ドコモのほうは崩

れておりませんけれども、ａｕの無線基地局を建

てたときに少し土砂崩れがあったような話は聞い

ております。

それから、杉材とかの利用なのですが、利用区

域内の森林状況なのですけれども、全部で８６ヘ

クタールあります。人工林が４８ヘクタール、天

然林が３７ヘクタール、そのうちの町有林が５０

ヘクタールほどありまして、これからの造材とい

いますか、林産するのか森林組合に問い合わせま

したら、２１年から２５年にかけても一部の所有

者のほうで林産があるそうです。それと、町でも

間伐、枝打ち、森林整備を行う予定であります。

○議長（溝部幸基） １１番金沢秀一議員。

○１１番（金沢秀一） 私は、１回目の質問で

平成８年の土砂を今回災害が起きたところへ土盛

りしたとは言っていません。平成８年に崩れたの

は、今のパークゴルフ場に運んだ記憶があるので

す。それで、今の災害箇所は自然の山肌だと言い

ますけれども確認してください。絶対に今見ても

土砂を盛土したあとが確然としてあります。私が

言うように、平成２年とか平成４年も崩れている

のです。そういう土砂をある程度ここへ持ってき

たのではないですか。この頃は私も議員ではあり

ませんのでよくわかりませんが、ここにいる職員

の人たちも記憶は定かではないと思いますが、誰

か知っている人がいるのではないでしょうか。町

長が建設課長になったのは福島大神宮が地すべり

を起こしてからなので、平成８年か９年ですよね。

ですから、ここにいる人は誰もわからないと思い

ますが、今回の災害場所を見たらどう見ても土砂

を盛ったのが崩れた痕跡もあります。

それと、林道として利用するということなので

すが、国道側にある木を出すなら山の傾斜地にあ

げなければだめなのです。本来であれば、国道の

１箇所かどこかに伐採した木を出すような林道を

つくればそれで済んだと思うのです。当時はすご

くお金がかかったのですが、あるとき突然道が中

止したのです。入り口はあるのに出口がないとか、

出口はあるけど入り口がない道路をつくるという

のは、福島町の典型的なものだと思います。この

林道も入り口はあるけど出口がありません。実際、

いちばん利用したのはドコモとセルラー、今はａ

ｕというのでしょうか。私たちも携帯の電波が良

くなって利益を得たのですが、今林道として災害

復旧工事をするのか、ドコモとかセルラーのため

にもやるのであれば、この両者がある程度この工

事に関する少しくらいの負担は要求できないので

すか。

○議長（溝部幸基） 竹下副町長。

○副町長（竹下泰弘） まず１点目の、今回災

害の起きた場所に、前からの災害で起きた土砂を

盛土したのではないかというお話、それと同時に

この場所の一部に議員の方々が植樹した部分もあ

ります。確かに、その部分にかぶっているところ

もあると思いますけれども、金沢議員がおっしゃ

っているのは、埋めた土砂がずれたのではないか

というお話ですけれども、それは一部ありますけ

れども、それではなくて、本来の図面を見ていた
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だくとわかりますけれども、２ページのボーリン

グＮｏ.１の上をずっといくと地下水検層と書い

てありますけれども、この辺からきているすべり

がかぶって全体の楕円形といいますか、円をかい

ている部分にすべりが生じています。その末端が

町道の白符１号線のあたりで収まっているという

ことでございますので、多少前からの災害の土砂

を全くそこに投げなかったということは言い切れ

ません。したがいまして、今回はそういう部分を

含めて根本的にボーリングをしまして、地下水検

層もつくりまして、原因をきちんとしたなかで復

旧工事をやりたいということでございますので、

ご理解いただきたいと思います。

それと、林道を復旧するには民間の携帯電話の

基地があるので、そこにもというお話ですけれど

も、この林道自体は平成２年のときに私が建設課

長をしていたので話は聞いたことがありますが、

この林道路線を選定する段階では、ご案内のとお

り民有地がかなりありまして苦労されたという話

は聞いてございます。確かに、国道からすぐ上の

流木を廃止するのにはなかなか難しい部分があり

ますけれども、そこに至るまでにはこの路線を選

定した部分については、当時かなり苦労して路線

選定をしたのではないかと思っております。

ですから、さきほど工藤参事から申し上げまし

たけれども、８６ヘクタールという林地はござい

ますので、まずはそういう部分をいかにして材を

出していくかはやはり間伐するという目的が主で

ございますので、その辺は誤解のないようにお願

いしたいと思います。

○議長（溝部幸基） そのほかありませんか。

２番川村明雄議員。

○２番（川村明雄） ２社の携帯電話の基地局

設置時の林道を利用する際の条件の契約書はござ

いませんでしょうか。

○議長（溝部幸基） 工藤農林グループ参事。

○農林グループ参事（工藤昭一） 今は資料が

ないのですが、総務課にあります。

○議長（溝部幸基） 暫時休憩いたします。

――――――――――――――――

（休憩 午前１０時３２分）

（再開 午前１０時３５分）

――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

村田町長。

○町長（村田駿） まず、林道は日向線だけで

はなくいろんな林道がありますけれども、それを

通行するときにおいて契約がどうのとか、そうい

うことは今まで町は一切やっておりません。

ただ、利用者が昨年あたり白符から材を出すと

ときにおいて川を濁すのであれば濁さない対策、

道路を通るのであれば路肩を復旧するとか、そう

いうことは事前の利用上のなかでは協議しており

ますけれども、今回の携帯電話のアンテナを建て

るときにおいて、何かあったとすればその時点で

協議しますけれども、それが終わったあとについ

ては取り交わしもしておりません。

ただ、今アンテナ２基たっているのですが、こ

の２基についても全部が町有地ではないようでご

ざいます。１基については全部民有地、もう１基

については若干町有地がかかっているようなこと

を聞いておりますので、町で契約しているのであ

れば、のちほど精査したあとで契約書の写しを配

布しても構わないと思っておりますので、ご理解

のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（溝部幸基） 暫時休憩いたします。

――――――――――――――――

（休憩 午前１０時３８分）

（再開 午前１０時３８分）

――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

そのほか質疑ございませんか。

（「なし」という声あり）

○議長（溝部幸基） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。

討論を行います。

（「なし」という声あり）

○議長（溝部幸基） 討論なしと認め、討論を
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終わります。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第１号を決することについて、賛成の方は

起立を願います。

（賛成者起立）

○議長（溝部幸基） 起立多数であり、議案第

１号は可決いたしました。

――――――――――――――――――――

◎閉 会 の 議 決 ・ 閉 会 宣 告

――――――――――――――――――――

○議長（溝部幸基） 以上で、平成２０年第１

回福島町議会定例会８月会議に付議された案件の

審議は、すべて終了いたしました。

よって、平成２０年第１回福島町議会定例会８

月会議を終了いたします。

どうもご苦労様でした。

――――――――――――――――――――

（閉会 午前 １０時３９分）


